
    

平成 24 年７月 18 日 

各      位 

上 場 会 社 名 株式会社セラーテムテクノロジー 

代 表 者 名 代表取締役社長  池田 修 

（コード番号  4330 大証 JASDAQ 市場） 

本 社 所 在 地 東京都中央区日本橋本石町 3-1-2 

  

当社株式の取り扱いに関するお知らせについて 

 

当社株式は、平成24年７月20日をもって、株式会社大阪証券取引所において上場廃止となり、

平成 24 年７月 19 日での取引を 後に市場での売買が不可能となります。この点につき、株主様

からよくご質問いただく項目についてＱ＆Ａを作成いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
 

Q1 上場廃止後は、株式はどうなりますか？ 

A1 当社株式は、 終売買日の翌営業日に証券保管振替機構の取扱が廃止となり、証券会社の口

座から出庫（抹消）されます。よって株主様の証券会社の口座にある当社株の残高は、ゼロ

になります。株式は電子化されておりますので、株券は返却されません。 

証券代行会社である、みずほ信託銀行株式会社との株主名簿管理人委託契約は、9 月下旬

開催予定である当社の定時株主総会をもって解除されます。そのため、それ以後の株主名簿

管理事務は、当社で行うことになります。 

（実際の管理業務の開始は引継ぎの業務の関係上平成 24 年 10 月下旬頃に開始する予定です。） 

 

Q2 株主としての証明はどうすれば良いですか？ 

A2 「株主名簿記載事項（所有株式数等）に関する証明書の発行」をいたします。「株主名簿記

載事項証明書発行請求書」に必要事項のご記入及び実印を押印いただき、印鑑証明書（交付

日から 6 ヶ月以内の原本）を添付してご提出いただきます。 

  送付先は、9 月下旬開催予定の当社の定時株主総会までは、みずほ信託銀行になります。

それ以降は当社ホームページにて、別途掲載いたします。 

 

Q3 株式を売買したいですがどうすれば良いですか？ 

A3 当社株式は、上場廃止後は株式市場において売買することができなくなり、売却を希望され

ている譲渡人様と買受を希望されている譲受人様との間で売買を行う相対取引のみとなり

ます。（譲渡人様または譲受人様自身で相手方を見つける必要があります。） 

相対取引が完了されましたら、譲渡人様及び譲受人様の連署にて所定の「株式名義書換請

求書」に必要事項のご記入と各々実印を押印いただき、各々の印鑑証明書（交付日から 6 ヶ

月以内の原本）を添付してご提出いただきます。 
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Q4 住所やその他の株主情報が変わりました。どうすれば良いですか？ 

A4 みずほ信託銀行にて（9 月下旬の定時株主総会以降は当社にて）管理する株主様の情報を書

き換える必要があります。住所等の各種変更により届出を行う場合は、「変更届」に必要事

項のご記入、及び実印を押印いただき、印鑑証明書（交付日から 6 ヶ月以内の原本）と変更

を証明する各種必要書類を添付してご提出いただきます。 

 

Q5 上場廃止になった場合、「株主権が喪失する場合」と「株主権が喪失しない場合」があると

聞きました。当社の場合はどちらに該当しますか？ 

A5 当社は「株主権が喪失しない場合」に該当しますので、引き続き株主総会での議決権等の

株主様の権利は残ります。 

 

＊ 原則として、各種請求・届出書等への実印による押印及び印鑑証明書（交付日から 6 ヶ

月以内の原本）の添付により、株主様の本人確認及び株主様ご本人からの意思表示の確

認とさせていただきます。 

＊ 印鑑証明書などご提出いただいた書類の返却は致しかねますので、ご了承下さい。 

 

 

具体的な手続きは、7 月 20 日の上場廃止後、9 月下旬の当社定時株主総会開催日までは、 

みずほ信託銀行にお問い合わせ下さい。 

【みずほ信託銀行】 

＜各種お手続きに関するご質問・お手続き書類の請求は＞ 

   フリーダイヤル：0120-288-324 

   受付時間 平日 9 時〜17 時 （土曜日・日曜日・祝祭日を除く） 

 ＜郵送によるお手続き書類の提出先＞ 

〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号 

みずほ信託銀行 証券代行部 

 

9 月下旬の当社定時株主総会開催日以後は、当社において株式事務を行います。 

具体的な手続き方法等は、10 月上旬頃に、当社ホームページに掲載する予定です。 

 

以上 

 

■ 本件に関するお問い合わせ先 

株式会社セラーテムテクノロジー IR 担当   TEL: 03-6820-0740  


